
株式会社SMBC信託銀行（以下、「当行」といいます）
と投資信託の取引を行う場合、預金口座取引一般規約
（SMBC信託銀行バンキングカード規定等関連する規定
を含みます）に加えて、下記の条項を確認し同意したも
のとして取扱います。

本人確認等
第 １ 条 ｢犯罪による収益移転防止に関する法律｣お
よびその他の関連法令に基づく取引時確認の手続き、
取引時確認のための証明書類、証明手続きは別途定め
る通りとします。取引時確認ができない場合、お取引
をお断りすることがあります。
２ 税法等の規定により、新規口座開設時には住所、氏
名、個人番号の告知と本人確認書類等のご提示及び居
住地国等を記載した届出書（以下、「届出書」という）
のご提出が必要です。届出書のご提出がない場合には、
口座開設をお断りする場合があります。口座開設後に
住所、氏名、個人番号を変更する際にも、本人確認書
類等のご提示（郵送によるご提出を含みます）が必要
です。本人確認書類等のご提示が必要な場合で、本人
確認書類等による住所、氏名、個人番号の確認ができ
ない場合には将来の分配金や保有されている投資信託
の解約・買取をお断りすることがあり、投資信託の取
得のお申込をお断りする場合もあります。
３　取引の制限等
①　当行は、お客様の情報及び具体的な取引の内容等
を適切に把握するため、各種確認や資料の提出等を
求めることがあります。
②　当行は、お客様が正当な理由なく前項に定める各
種確認や資料の提出に別途定める期日までに応じな
いときは、投資信託の取引の一部を制限することが
あります。
③　当行は、第1項に定める各種確認や資料の提出の
求めに対するお客様の対応、具体的な投資信託の取
引の内容、お客様の説明内容及びその他の事情を考
慮して、マネーロンダリング、テロ資金供与、又は
経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断
した場合には、投資信託取引の一部を制限すること
があります。
④　当行は、投資信託の取引がマネーロンダリング、
テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等に抵触する
取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に
認められるときは、お客様に通知することにより、
当該投資信託の取引を解除することができるものと
します。
⑤　当行は、第2項及び第3項に定めるいずれの投資信
託の取引の制限についても、お客様からの説明等に
基づき、マネーロンダリング、テロ資金供与、又は
経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解
消されたと認めるときは、当該投資信託の取引の制
限を解除するものとします。

反社会的勢力との取引拒絶
第 １ 条 の ２ この投資信託の取引は、第15条第
2項第1号、第2号および第3号のいずれにも該当しな
い場合に行うことができ、第15条第2項第1号、第2号
および第3号の一にでも該当する場合には、当行はこ
の投資信託の取引をお断りするとともに、当該お客様
との取引を制限もしくは停止できるものとします。
連名取引口座
第 ２ 条 連名取引口座の開設はできません。
米国人（米国市民、米国居住者、又はグリーンカード保有者）
第 ３ 条　米国税法上の米国人（米国市民、米国居住
者、又はグリーンカード保有者）は投資信託口座の開
設ができません。取引口座を開設された後、米国税法
上の米国人になった場合、当該投資信託口座の維持が
できず保有投資信託の売却等が必要になる場合があり
ますので、遅滞なく本規約第11条により届け出てくだ
さい。 米国税法上の米国人になった場合新規の投資
信託購入取引及びスイッチング取引を行うことができ
なくなり、投資信託口座が凍結される場合や保有投資
信託の売却等が必要となる場合もあります。また、米
国税法上の米国人として分配金を受取った場合や投資
信託を売却した場合には米国歳入庁へ報告される場合
もあります。
非居住者等
第 ４ 条 非居住者および当行への届出住所が日本国
外のお客様は投資信託口座の開設を行うことができま
せん。取引口座を開設された後、非居住者となったお
客様及び日本国外に住所を変更されたお客様は、当行
における投資信託購入取引及びスイッチング取引を行
うことができなくなり、投資信託口座が凍結される場
合があります。
日本証券業協会会員及び特別会員の役職員
第 ５ 条 当行と日本証券業協会協会員（特別会員を
含む）の証券従業員との取引につきましては、証券従
業員に関する規則の定めるところとしますが、取引口
座を開設された後、当該協会員の証券従業員になられ
た方は、遅滞なく本規約第11条により届け出てください。
諸手数料
第 ６ 条 当行との投資信託の取引に関する、申込手
数料、特定の投資信託間の乗換えにかかる外国為替手
数料等は別途定める通りとします。
営業日

場合は、解約されます。
①お客様が口座解約を申し出たとき
②当行に有する預金口座が解約されたとき
③お客様が本口座に係る届出事項等について虚偽の
届出を行ったことが判明した場合

④お客様が本規約（預金取引に係る規約も含む）の
いずれかの事項に違反した場合、および所定の期
日までに必要な手数料をお支払されない場合

⑤当行が本口座でのサ－ビス提供の中止を申し出た
場合

⑥上記以外の場合でも、当行が当行の裁量により、
本取引を解約すべきと合理的に判断した場合

２ 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様と
の取引を継続することが不適切である場合には、当行
は投資信託に関する取引を停止し、またはお客様に通
知することによりこの投資信託に関する取引を解約す
ることができるものとします。なお、当行が通知によ
りこの取引を解約する際に、当行が解約の通知を届出
のあった氏名、住所にあてて発信した場合は、かかる
通知が延着しまたは到達しなかったときでも、それが
お客様の責めに帰すべき事由による場合には、通常到
達すべき時に到達したものとして、解約されるものと
します。
①　お客様が預金口座開設申込時にした表明・確約
に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合

②　お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、
暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ
ロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準
ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）
に該当し、または次のいずれかに該当することが
判明した場合
Ａ.暴力団員等が経営を支配していると認められ
る関係を有すること

Ｂ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると
認められる関係を有すること

Ｃ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図
る目的または第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用し
ていると認められる関係を有すること

Ｄ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または
便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有すること

Ｅ.役員または経営に実質的に関与している者が
暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を
有すること

③　お客様が、自らまたは第三者を利用して次のい
ずれか一にでも該当する行為をした場合
Ａ.暴力的な要求行為
Ｂ.法的な責任を超えた不当な要求行為
Ｃ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴
力を用いる行為

Ｄ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用い
て当行の信用を毀損し、または当行の業務を
妨害する行為

Ｅ.その他AからDに準ずる行為
免責事項等
第 16 条 次に掲げる損害については、当行は免責さ
れるものとします。
①　天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、
外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事
由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手
続等が遅延し、又は不能となったことにより生じ
た損害

②　電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すこ
とのできない事由により生じた損害

③　当行所定の書類に押印した印影又は署名と届出
の印鑑又は署名、あるいは当行ウェブサイトに掲
げる対象取引において暗証番号読取機に入力され
た暗証と当行に登録済みの暗証とを当行が相当の
注意をもって照合し、相違ないものと認めて、寄
託した証券の返還その他の処理が行われることに
より生じた損害

２　当行が第1条第3項第2号ないし第4号、第1条の2 およ
び第15条 により投資信託取引を制限・停止または解約
し、それにより損失、損害または諸費用が発生した場
合には、お客様がそれらを負担します。また、当行は、
同条項による制限・停止または解約によってお客様に
いかなる損失、損害または諸費用が発生しても、当行
に過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

準拠法及び管轄裁判所
第 17 条 当行との取引には、日本の法令諸規則を適
用します。

２ 当行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合に
は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意し
ます。

規約の変更
第 18 条 この規約は、法令の変更又は監督官庁の指
示、その他必要が生じたときに改定されることがあり
ます。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにそ
の効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、
当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法
により周知します。

附  則
第 １ 条 この規約は、2021年7月5日から施行する。

第 ７ 条 営業日とは日曜日及びその他政令で定めら
れた休日（土曜日を含む）を除いた日とし、通常午後
３時までとします。
取引報告書等
第 ８ 条 取引が成立した場合、当行より取引報告書
が郵送されます。また、定期的にお取り引きの状況を
記載した取引残高報告書を郵送いたします。取引報告
書、取引残高報告書の記載内容に疑義のある場合は、
速やかに当行支店長または管理部門宛までお申し出く
ださい。各帳票記載の期間内にお申し出がないときは、
その内容につきご承認いただけたものとして取り扱わ
せていただきます。
取引の勧誘等
第 ９ 条 当行が証券取引の勧誘を行う場合におい
て、当行はその投資信託の将来の利回りにつき責任を
負うものではありません。
注文の執行等
第 10 条 お客様の当行に対する売買取引の種類、執
行方法等については、当行の応じ得る範囲内で行います。
２ お客様の購入・解約は委託取引、買取は当行とのお
取引になります。
３ 当行へのご注文は、当行が定めた時間内に行うもの
とします。また運用会社・代行協会員の判断により、
受注を中止する場合があります。
４ 最低購入単位は、当行の定めるところとします。
５ 当行との投資信託売買等のご注文の際は、売買の種
類、特定口座預かり、非特定口座預かりの別、銘柄、
売り買いの別、数量等、注文の執行に必要な事項を明
示していただきます。これらの事項を明示されなかっ
たときは、ご注文の執行ができない場合があります。
売却のご注文は原則として解約請求のみの受付となり
ますが、個人のお客様の株式投資信託の売却のご注文
について、お客様からのお申し出があった場合には、
買取請求も受付します。
６ 当行へのご注文が次に掲げる事項のいずれかに該当
する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく、
当該ご注文の受付の中止又は取消しをすることがあり
ます。
①　ご注文に係る必要な書面をお客様が受け取ってい
ることが当行の定める方法により確認できない場合
②　ご注文の内容が法令またはこの規約の定めのいず
れかに反し、または反するおそれがあると当行が合
理的に判断する場合
③　前各号に掲げる場合のほか、ご注文を受けること
が適当でないものと当行が合理的に判断した場合

７ 証券取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、そ
の他やむを得ない事情がある場合には、取引の受付を
中止させていただく場合があります。
８ 当行では、ご注文と同時にお客さまの預金口座より
申込金額等を引き落とします。ただし、申込み時間に
よっては翌営業日に引き落としとなる場合がありま
す。 申込金額等の引き落とし時に、お申込み金額等の
全額が引き落としできない場合には、当該ご注文を執
行することができません。
９ 当行が認める金融機関以外から本口座への投資信託
の移管および本口座から当行が認める金融機関以外へ
の投資信託の移管は取り扱わないものとします。
届出事項の変更
第 11 条 氏名、住所、電話番号、職業、勤務先、印鑑、
居住性、居住地国その他の届出事項に変更があった場
合またはある場合には、遅滞なく、当行所定の方法に
より変更手続きを行ってください。この場合、「運転
免許証」、「印鑑証明書」、「住民票の写し」または「個
人番号カード」等を、ご提示またはご提供願うこと等
があります。
２ 前項の届出以前に生じた損害については、当行に過
失がある場合を除き、当行は何ら責任を負いません。
顧客情報の取扱い
第 12 条 当行との取引に関し、当行は、顧客情報を
当行の本支店、関連会社、代理人、その他の第三者（海
外を含む）に処理させることができるものとします。
また、法令、裁判手続きその他の法的手続又は規制当
局により、顧客情報の提出を要求された場合は、その
要求に従うことができるものとします。
各種約款、約諾書等
第 13 条 当行に口座を開設する際、「証券投資信託
受益証券等の保護預り規程」を交付しますので、内容
を確認してください。
２ 外国証券取引口座を設定される場合は、「外国証券
取引口座約款」の内容を確認してください。
３ その他、商品又は取引の種類によって約款が交付さ
れるもの、約諾書の提出が必要なものがあります。必
ずそれらの内容を確認してください。
４ 本規約の各条項と個別の約款等との条項に関して相
違が生じた場合には、個別の約款等の条項が優先する
ものとします。
清算・解除
第 14 条 投資信託の購入または申込代金等が所定の
日時までに入金されなかった場合は、当行は当該投資
信託を当該日時の翌日以降、通知、催告を行わず、か
つ法律上の手続きによらないで、当行の任意の方法・
任意の時期にて、お客様の計算により処分することが
あります。
解約等
第 15 条 本口座は、次の各号のいずれかに該当した

投資信託の取引にかかる一般規約


